
様式第１号 （第二面）

□
明治・大正・昭和・平成・令和

　年 　月 　日

住

宅

及

び

申

請

者

の

要

件

等

所

有

者

の

情

報

フリガナ 複数人で所有

している場合は

代表者

生年月日

　年 　月 　日

氏名

□
明治・大正・昭和・平成・令和

　年 　月 　日

　年 　月 　日

□
明治・大正・昭和・平成・令和

□

補助対象事業にかかる事業費見積書の写し

※本件補助対象経費が明確に判別できるもの □

耐震性能を有していることが確認できる書類 □
本件補助の対象となる戸建て住宅の全体写真及び補助対象事業の工事の着手前の状況

を示す写真 □

提

出

書

類

☑欄

　年 　月 　日
□ □□

明治・大正・昭和・平成・令和

□

□ 納税証明書（本市における市税に未納の税額がないことの証明） □
補助対象住宅の建物及び土地の登記事項証明書（全部事項証明書）

※発行から１か月以内のもの。コピー可。 □
JTI発行の「泉北ニュータウン版マイホーム借上げ制度」の利用申込書の写し □
補助対象事業にかかる事業費内訳書（第３号様式） □

□

□

□

□

建物 土地

所有区分

□

□

□

□

6

1 泉北ニュータウンに位置している。

本市とJTIが実施する「泉北ニュータウン版マイホーム借上げ制度」に適合した住宅である。

2

3

□

住宅の存する位置が、堺市土地適正化計画に定める居住誘導区域内であり、災害レッドゾーンに立地していない。

8

□7

本市における市税に未納がない。

□

□

□

□

□

□

その他、市長が必要と認める書類 □
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定す

る暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例（平成24年条例第35号）第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない。

日中連絡のつく

電話番号

- -

- -

本人

9

建築基準法第９条第１項又は第７項の規定による命令を受けていない。

一戸建ての住宅又は長屋住宅である。

1981年6月1日以降の新耐震基準を満たしている住宅である。4

5
1981年5月31日以前に着工された建築物の場合、耐震基準を満たすもの又はその他の措置により当該建築物の居住者・利用者

等の安全が確保されるものとして、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士の確認を受けた住宅である。

☑欄

明治・大正・昭和・平成・令和

実施計画（設計）書（第２号様式）


